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（午前 ９時５７分 再開） 

 

○世古安秀委員長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまから、議会運営委員会を再開いたします。 

  早速ですが、平成２９年１２月１日の会議に提出されます議案の概要について、総務課長の説明を求めます。 

  総務課長。 

○寺田総務課長 おはようございます。 

  総務課寺田です。よろしくお願いします。 

  それでは、平成２９年１２月１日会議に提出をいたします議案について説明をさせていただきます。 

  提出議案一覧表のほうをごらんください。 

  今回の議案は、平成２９年度一般会計、特別会計と補正予算議案７件、第２２号から第２８号でございます。

それと条例議案１件、その他の議案２件の計１０件と報告１件の合計１１件を上程いたします。また、追加議

案としまして、１２月２１日に平成２９年度一般会計補正予算議案１件と条例議案１件の計２件を予定してお

ります。追加議案につきましては、給与改定の分でございます。 

  それでは、１２月補正予算の概要１ページのほうをごらんください。 

  補正予算の規模でございます。よろしいでしょうか。 

  平成２９年度一般会計補正予算（第７号）は、ふるさと納税寄附金や種苗放流事業寄附金の基金積立金で

１億１３０万円、離島振興事業で５０万８,０００円、地域振興事業で８,６４８万８,０００円、移住・定住

促進事業で３２万４,０００円、急傾斜地崩壊対策事業で１２０万円のほか、消防車両等整備経費で９８万

２,０００円、文化財保護事業で６２８万２,０００円などを計上し、補正後の一般会計予算額は１１６億

１,６３０万円となります。 

  特別会計におきましては、介護保険事業で７２５万４,０００円、定期航路事業で１,９５０万円を計上する

など、補正後の特別会計予算額は７４億６,７８５万４,０００円となります。 

  また、水道事業の企業会計におきましては６０３万５,０００円を減額し、補正後の企業会計予算額は

１７億１,０４７万５,０００円となります。 

  それでは、補正予算書の１ページのほうをごらんください。 

  議案第２２号、平成２９年度鳥羽市一般会計補正予算（第７号）でございます。 

  平成２９年度１２月補正予算は歳入歳出それぞれ２億４,１７０万円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総

額を１１６億１,６３０万円とするものでございます。 

  補正予算書の５ページのほうをお願いします。 

  第２表地方債補正としまして、起債の目的や急傾斜地崩壊対策事業負担金で限度額１２０万円、それから文

化財保存推進事業で限度額１７０万円、合計２９０万円の追加補正を行っております。 

  次、すみません、補正予算の概要をごらんください。概要の４ページのほうをお願いします。 

  主な事業の内容ですけれども、４ページの上から２番目です。基金（積立金）、企画財政課分で補正予算額

１億円でございます。ふるさと納税の寄附件数、寄附金額が当初の想定を上回り急増していることから、寄附
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見込みに合わせて増額補正を行います。平成２９年度ふるさと納税寄附金見込み額は６億円としております。

次に、その下の基金（積立金）、農水商工課分で、補正予算額が１３０万円でございます。種苗放流事業への

寄附金をふるさと創生基金に積み立てを行います。 

  次に５ページの一番上です。ふるさと納税推進事業で補正予算額が８,６４８万８,０００円でございます。

ふるさと納税の寄附件数、金額が急上していることから、特産品等の返礼に係る報償費及び鳥羽市観光協会へ

の手数料を増額補正しております。 

  次に、その下の鳥羽への移住・定住応援事業で、補正予算額が３２万４,０００円でございます。結婚

３０年目は真珠婚式であり、来年は平成３０年と節目の年となっております。この機会に真珠養殖発祥の地と

して、鳥羽の誇りと文化について認識を深めていただく機会として、１月から婚姻届を提出された市民に対し、

婚姻のお祝いとして真珠製品を贈るための報償費の補正を行います。 

  次に、その下の過年度国庫支出金等返還金で、補正予算額が３,３４７万８,０００円でございます。平成

２８年度実績に基づく国庫負担金等の清算による超過額を返還いたします。 

  次に、飛んでいただきまして８ページのほうをお願いします。 

  ８ページの一番下でございます。急傾斜地崩壊対策事業で、補正予算額が１２０万円でございます。県が急

傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づき、急傾斜地崩壊危険区域に指定された区域において行う

防止工事に当たり、事業費の１０％を受益者負担金として県へ納付するための補正を行っております。 

  次に、９ページの上から２番目です。 

  消防車両等整備維持管理経費で補正予算額が９８万２,０００円でございます。台風２１号により冠水した

道路を走行した際、消防ポンプ自動車のエンジンが破損したことから修繕に係る費用を補正しております。 

  次に１０ページのほうをお願いします。１０ページの一番上でございます。 

  文化財保存推進事業で補正予算額が６２８万２,０００円でございます。旧鳥羽小学校校舎は、平成２６年

から国庫補助事業を活用して、保存活用計画や実施計画を実施しており、保存のための必要な耐震工事に係る

経費を補正いたしております。 

  次に、補正予算書のほうの４１ページをお願いします。 

  議案第２３号、平成２９年度鳥羽市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）でございます。 

  歳入歳出ともそれぞれ３７２万１,０００円を増額し、補正後の総額を３５億６,５６２万１,０００円とす

るものでございます。補正の内容としましては、人事異動に伴う人件費のほか、平成３０年度からの国保県域

化に伴うシステム改修経費を計上しております。 

  次に、補正予算書の４７ページのほうをお願いします。 

  議案第２４号、平成２９年度鳥羽市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）でございます。 

  歳入歳出ともそれぞれ７２５万４,０００円を増額し、補正後の総額を２６億２,７２５万４,０００円とす

るものでございます。主な補正内容としましては、平成２８年度国庫負担金等の実績に基づく清算で算定され

た超過額を過誤納償還金として計上しております。 

  次に、補正予算書の５５ページのほうをお願いします。 

  議案第２５号、平成２９年度鳥羽市定期航路事業特別会計補正予算（第１号）でございます。 
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  歳入歳出ともそれぞれ１,９５０万円を増額し、補正後の総額を６億９５０万円とするものでございます。

補正の内容としましては、船舶修繕に係る船員の時間外勤務手当の不足のほか、船舶に係る燃料費価格上昇に

よる燃料費の不足及び修繕必要箇所の増加による修繕費の不足、また、神島港湾監視カメラ改修費などを計上

しております。 

  次に、補正予算書の６５ページのほうをお願いします。 

  議案第２６号、平成２９年度鳥羽市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）でございます。 

  歳入歳出ともそれぞれ５２万２,０００円を減額し、補正後の総額を１億４,２０７万８,０００円とするも

のでございます。補正内容としましては、人事異動に伴う人件費の減額でございます。 

  補正予算書の７１ページのほうをお願いします。 

  議案第２７号、平成２９年度鳥羽市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）でございます。 

  歳入歳出ともそれぞれ３１０万１,０００円を増額し補正後の総額を５億２,３４０万１,０００円とするも

のでございます。内容としましては、人事異動に伴う人件費のほか、保険料の過誤納金に係る還付金及び還付

加算金を計上しております。 

  次に、水道事業の鳥羽市企業会計補正予算書、こちらのほうをごらんください。こちらの１ページのほうを

お願いします。２枚ほどめくっていただいたところです。 

  議案第２８号、平成２９年度鳥羽市水道事業会計補正予算（第２号）でございます。こちらの収益的収入及

び支出の補正というところで、収益的収入で１６万２,０００円を減額補正し、補正後の金額を１３億

５,１３８万２,０００円、それから収益的支出で６０３万５,０００円を減額補正し、補正後の金額を１０億

９,４４６万５,０００円とするものでございます。また、その下のほうですけれども、資本的収入、２ページ

になりますのでお願いします。資本的収入では、３６６万６,０００円を減額補正し、補正後の総額を３億

７,６６０万７,０００円とするものでございます。補正の内容としましては人事異動に伴う人件費のほか一般

会計補助金の減額を計上いたしております。 

  それでは次に、提出議案の概要のほうをごらんください。 

  議案第２９号でございます。鳥羽市職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてでございます。 

  これは人事院規則１９－０（職員の育児休業等）の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。 

  主な内容ですけれども、非常勤職員の子供が１歳６カ月に達した時点で保育所に入所等できない場合に、申

し出により育児休業期間を最大２年まで延長することができることの改正を行います。 

  次に、議案第３０号、市の区域に新たに生じた土地の確認についてでございます。 

  答志漁港における漁港改修事業に係る公有水面埋め立て工事により新たに生じた土地を確認するため、地方

自治法第９条の５第１項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

  議案書の３ページのほうをお願いします。 

  １の確認地というところです。（Ａ）のところで４,４０７.０１平米、それから（Ｂ）のところで

８,２４０.１２平米、（Ｃ）のところで３,１６１.０４平米となっております。位置図につきましては、５ペ

ージのほうにございます。５ページの上のあたりの答志漁港と書いてあるところが（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）の位置

図となっていまして、８ページにその位置図の詳細のところが書いてございますので、ごらんください。 
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  次に、議案第３１号でございますけれども、字の区域の変更について、議案第３０号において生じた土地を

以下の字に編入、その区域を変更するため、地方自治法第２６０条第１項の規定により議会の議決を求めるも

のでございます。 

  議案書の６ページのほうをお願いします。１ですけれども、ここは（Ａ）の土地４,４０７.０１平米を字碁

石浜に編入をいたします。次に、その下の２のところですけれども、（Ｂ）の土地８,２４０.１２平米を字大

答志に編入をいたします。それから、議案書の７ページのほうをお願いします。３のところですけれども、

（Ｃ）の土地３,１６１.０４平米を字蜻蛉に編入をいたします。 

  最後に報告第１１号でございます。議案書９ページでございますけれども、専決処分した事件の報告につい

て、自動車人身事故に伴う和解及び損害賠償の額を定めることについてでございます。 

  議案書の１１ページのほうをお願いします。 

  損害賠償の原因というところでございますけれども、平成２９年７月１９日午後１時４０分ごろ、市道岩崎

樋ノ山線鳥羽錦町郵便局前において、公用車で走行中、路肩へ停車した前方車両を追い越そうとした際、当該

車両の前方から右側へ移動しようとしていた相手方の原動機付自転車と接触し相手方を負傷させましたので、

市はその損害について和解し、賠償いたしました。損害賠償額は７９万９,８９７円で相手方は記載のとおり

でございます。 

  以上で、平成２９年１２月１日会議の提出議案についての説明を終わらせていただきます。よろしくお願い

します。 

○世古安秀委員長 総務課長の説明は終わりました。 

  次に、会議日程及び議案の取り扱いについて事務局長に説明をさせます。 

  事務局長。 

○濱口事務局長 事務局長、濱口です。よろしくお願いします。 

  それでは、私のほうから１２月議会の日程等についてご説明をいたします。 

  １２月議会に上程される議案につきましては、先ほど総務課長から説明のありましたとおり、一般会計及び

特別会計合わせました補正予算議案が７件と一般議案として条例の一部改正議案が１件、その他の議案２件と

報告議案１件の合計１１件でございます。また、追加議案といたしまして、補正予算議案１件と条例の一部改

正議案１件の追加上程を予定しております。 

  一般質問につきましては、３名の議員から７件の通告がありました。 

  次に、その議案の取り扱いにつきまして、会議日程についてでありますが、お手元の会議日程をごらんくだ

さい。取り扱いにつきましては、１２月１日に会議を再開いたしまして、諸報告、会議録署名議員の指名後、

各議案について上程をしまして、提案者の趣旨説明を行います。 

  定例日の一般質問は１２月７日、８日、１１日の３日間ですが、通告者のほうが３名でしたので、１２月

７日の１日で終了する予定でございます。 

  続いて、１２月１２日に議案に対する質疑を行い、所管の常任委員会へ付託をいたします。各常任委員会の

日程につきましては、１２月１３日に総務民生常任委員会、１２月１４日に文教産業常任委員会、１５日に予

算決算常任委員会を開催し、各議案審査のほうを行う予定となっております。その後、１２月２１日に会議を
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再開いたしまして、各常任委員会の委員長報告、委員長報告に対する質疑、討論、表決等を行いまして、散会

する日程とさせていただきました。 

  以上、ご審査のほどよろしくお願いいたします。 

○世古安秀委員長 事務局長の説明は終わりました。 

  会議日程及び議案の取り扱いについてご質問、ご意見はございませんか。 

  戸上委員。 

○戸上 健委員 ２点お聞きします。 

  １点目は補正予算に対する説明文書で、執行部から予定されているのは、どういうものが出ますでしょうか。

補正予算の審査をするに当たって、執行部から説明資料が出るわね、詳しいやつが。それは、現在予定されて

いるのはどういうものでしょうか。 

○寺田総務課長 今のところまだちょっとそこは聞いてはないんです。別々で提出させていただく資料というこ

とでしょうか。 

○世古安秀委員長 戸上委員。 

○戸上 健委員 それは議長から、これは必要だというのを指示して執行部は提出するんでしょうか。 

○世古安秀委員長 局長。 

○濱口事務局長 今、戸上委員が言われる説明資料の内容につきましては、各課の所管の部分で必要であるとい

うふうに判断したときは、所管から総務課を通じて上がってくることになっていますので、ちょっとまだその

辺はどういうふうな資料が用意されているか、ちょっとまだ今つかんでいない状況でございます。 

（「この場合はね、委員会質問でも出てきたら、それは用意せないかんというのも出てき

ます」の声あり） 

○世古安秀委員長 戸上委員。 

○戸上 健委員 この補正予算でも、この急傾斜地でも、それから定期船の繰出金が膨大になっているもので、

具体的にどういうことなんだということ、当然、議論になると思うんです。それを説明する資料というのは、

恐らく５日か１週間ぐらい前に各議員に送られて吟味できる素地をつくっておくというのは当然だと思うんで

すけれども、これとこれは用意しておりますというのがあればよかったんですが、まだ皆目わからんというこ

とやな、どれが出るかというのは。 

○世古安秀委員長 総務課としてはつかんでいないけれども、各担当課がどういう説明をする、内容によって、

また議会のほうへ、事務局のほうへ来るということです。 

○戸上 健委員 わかりました。１５日やでね。 

  もう一点のほうやけれども、この専決処分の報告ですけれども、これ、毎回、議会に対しては本会議で市長

から報告があって、以後、厳正に対処しますということで終わっていると思うんです。議会としてそれを議論

する場というのがありませんわね。これはどこで議論するんかいな。これ、一般質問にしてもちょっと大げさ

だと。予算決算常任委員会にしても計上されていない中身だから、これは議論できませんわね。例えば、今回

であれば、職員の総務にかかわることだから、総務委員会のその他の件でこれをやるんかいな。議会としての

議論は。どこでできるんでしょうか。 
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○世古安秀委員長 そこしかないですかね。 

  戸上委員。 

○戸上 健委員 といいますのは、あっそうか、そうかと、これはもう報告だなということで黙認―黙認と

いうと語弊があるけれども、了承できる中身と、今回のように、職員の交通事故ですわね、これはもう多発し

ていると思うんです。前回もあったというように思うんです。そうなると、これはどこに一体原因があるのか

と、気が緩んでいるのか、それとも職員が過密労働でやっているのか。そこは議会としても、僕は問題にすべ

きところやないかと思うんです。単に本会議で市長からかくかくしかじかでしたと、これ、議案書に出ている

ものを読み上げるだけやわな、市長は。で、以後気をつけますということだけやわね。果たしてそれでいいの

かというのが僕の問題意識なんです。議運に対する提案なんです。 

○世古安秀委員長 議長。 

○浜口一利議長 ただいまの専決処分については、市民課からきっちり議長には、ちゃんとした説明はあったわ

けなんですけれども、常々専決処分をするについても、報告は毎回上がっています。議長にはということなん

ですけれども。当然、言われるように、委員会でということは詳しくはないと思うんです。 

○世古安秀委員長 戸上委員は総務の委員会ということで、この報告の内容というよりも、そういう再発防止に

対しての、今後の対策をきちんとやっぱり市としても考えていかないかんというところやと思うんですけれど

も、その辺の議論はもしやるんやったら、総務のその他の件で出してもらって、いろいろと、今回の件だけや

なしにね、これまでにも何回かあります、その辺の対策を市の対策をやっぱり考えるというふうなところでし

てもらうということぐらいですわね。 

○戸上 健委員 わかりました。議長のもとへ報告があって、詳しく聞かれて、議長が了承されておれば、僕は

それでオーケーです。以上です。 

○世古安秀委員長 議長。 

○浜口一利議長 戸上委員の言われるように、専決処分をどうのこうのということではなくして、今、委員長の

言われるように、こんなことがたびたび起こるというようなことで、注意喚起という形の中でいろいろ、そん

な話で総務委員会でやるほうがいいのかどうかというのは、そのあたりでいったほうがいいと思いますけれど

も。 

（何か発言する者あり） 

（「いえいえ、罰則はないと思います」の声あり） 

○世古安秀委員長 また、今後、議長から執行部側のほうへ、こういう事例がこれまでにもちょっと出てきてお

りますので、それに対しての対策を十分とってもらうようなことも、また今後話し合う機会がありましたら、

また議長から施行部のほうへ届けるということでよろしいですか。まだ、それで物足りんのやったら、また総

務の中で取り上げるかということになるんですけれども。 

  議長。 

○浜口一利議長 今回の件については、詳しく内容は聞きましたけれども、どちらかというとという部分は、詳

しくは言いませんけれども、職員には何というんですか、偶然ではないけれども、注意はしておったけれども、

避けられない部分というのがあったようなことを、詳しく説明をしてもらいました。 
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（「追い越しやな」の声あり） 

○世古安秀委員長 戸上委員、それでよろしいですか。 

○戸上 健委員 はい。 

○世古安秀委員長 ほかにご意見はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○世古安秀委員長 ないようですので、お諮りいたします。 

  議案の取り扱いについては、事務局長の説明のとおり取り扱うに賛成の委員は起立を願います。 

（起 立 全 員） 

○世古安秀委員長 ありがとうございます。起立全員であります。 

  よって、議案の取り扱いについてはそのように決定いたしました。 

  続きまして、追加議案の上程等について事務局長より説明をさせます。 

  事務局長。 

○濱口事務局長 それでは、追加議案の取り扱いについて説明をいたします。 

  １２月２１日の本会議に追加上程されます議案は、先ほど総務課長から説明のありましたとおり、議案第

３２号、一般会計補正予算と、議案第３３号、鳥羽市職員給与条例等の一部改正についての国の人事院勧告の

実施に伴う議案２件でございます。 

  その取り扱いについてですが、まず、追加上程を予定しております２議案について、提案者の趣旨説明を行

います。その後、議案精読のため一旦暫時休憩を挟みまして、質疑を行う予定であります。 

  なお、質疑の通告につきましては、議会の運営の基準により質疑日の前日の正午までに通告を行うことにな

っておりますので、質疑の通告は１２月２０日水曜日の正午までに行っていただくことになります。 

  質疑終了後は、まず条例議案についての、所管の総務民生常任委員会へ付託をし、審議を行った後、予算決

算常任委員会を開催しまして、補正予算議案について審議する予定となっております。 

  それが終了いたしましたら、再び議場に戻っていただき、各常任委員会における委員長報告、委員長報告に

対する質疑、討論、表決を行い、散会する日程となっております。 

  以上、よろしく審査のほどお願いいたします。 

○世古安秀委員長 事務局長の説明は終わりました。 

  このことについてご質問はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○世古安秀委員長 ないようですので、お諮りいたします。 

  追加議案等の取り扱いについては、事務局長の説明のとおり取り扱うに賛成の委員は起立を願います。 

（起 立 全 員） 

○世古安秀委員長 ありがとうございます。起立全員であります。 

  よって、追加議案の取り扱いについてはそのように決定いたしました。 

  ご協議いただくことは以上です。 

  これをもちまして議会運営委員会を散会いたします。ご苦労さまです。 
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（午前１０時２９分 散会） 

─────────────── 
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委員長はこの会議録をつくりここに署名する。 
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